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虫
歯
タ
イ
プ
の

人
は
歯
周
病
に
な

り
難
く
、
そ
の
逆

も
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
原
因
菌
群
が
異
な
る

の
だ
か
ら
当
然
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
歯
周
病
と
縁

の
遠
い
典
型
的
な
虫
歯
タ
イ

プ
に
は
老
弱
男
女
と
も
童
顔

が
多
く
、
例
外
は
少
な
い
。

半
世
紀
近
く
歯
を
診
て
き
た

私
の
個
人
的
な
経
験
に
よ
る

の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
童
顔
て

一
体
ど
ん
な
顔
か
と
の
反
問

も
出
て
く
る
。

　

昔
、
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
ー
レ
ン

ス
の
「
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の

恋
人
」
の
邦
訳
で
裁
判
に
な

り
有
名
に
な
っ
た
伊
藤
整
の

「
火
の
鳥
」
と
い
う
小
説
の

冒
頭
部
に
主
人
公
の
女
優
の

顏
貌
の
詳
細
な
描
写
が
出
て

く
る
。
顔
貌
な
ん
て
小
説
家

の
関
心
事
で
医
者
の
基
盤
は

科
学
つ
ま
り
エ
ビ
デ
ン
ス
だ

と
言
う
な
ら
い
い
。
世
の
中

そ
れ
程
単
純
で
な
い
。
初
め

か
ら
因
縁
付
け
よ
う
と
思
い

来
院
す
る
患
者
さ
え
居
る
か

も
し
れ
な
い
時
代
で
あ
る
。

　

不
特
定
多
数
の
患
者
の
背

後
の
精
神
状
態
を
推
理
す
る

に
は
顔
貌
も
役
立
ち
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
も
ま
だ
い
い
。

保
険
ル
ー
ル
や
パ
ソ
コ
ン
に

気
を
取
ら
れ
て
患
者
の
顔
も

見
な
い
現
代
医
療
の
方
が
問

題
だ
。

個
別
指
導
の
今

個
別
指
導
の
今

社
保
研
究
部

④

歯科機器販売などでにぎわう会場内＝10月10日、
マイドームおおさか 　　　　　　　　　　　　

　

「
民
主
党
が
い
う
レ
セ
プ

ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
原
則

化
と
は
、
一
部
猶
予
つ
き
の

義
務
化
で
自
公
路
線
の
踏

襲
」―

―

。
長
妻
昭
厚
生
労

働
大
臣
が
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
義
務
化
を
定
め
た

省
令
第
１
１
１
号
の
見
直
し

を
表
明
し
、
厚
労
省
が
10
月

９
日
付
で
公
開
し
た
改
正
省

令
案
に
よ
る
と
、
小
規
模
・

高
齢
な
ど
の
理
由
で
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
が
困
難
な
医
療
機

関
に
は
配
慮
す
る
も
の
の
、

あ
く
ま
で
義
務
化
を
前
提
と

す
る
方
針
が
示
さ
れ
た
。

　

見
直
し
の
中
身
は
、
①
年

間
レ
セ
プ
ト
２
０
０
０
枚
以

下（
医
科
は
３
６
０
０
枚
）、

ま
た
は
、
す
べ
て
の
常
勤
医

師
・
歯
科
医
師
が
２
０
１
１

年
３
月
末
時
点
（
医
科
診
療

所
は
２
０
１
０
年
３
月
末
）

で
65
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に

限
り
除
外
す
る
②
電
子
レ
セ

プ
ト
に
対
応
し
て
い
な
い
レ

セ
コ
ン
の
リ
ー
ス
期
間
、
ま

た
は
減
価
償
却
期
間
（
リ
ー

ス
期
間
等
）
が
終
わ
る
ま
で

の
間
の
医
療
機
関
に
つ
い

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務

を
猶
予
す
る―

―

な
ど
で
、

11
月
上
旬
か
ら
施
行
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

パ
ブ
コ
メ
181
件
を
提
出

　

厚
労
省
は
、
こ
の
省
令
改

正
案
に
つ
い
て
の
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
、
10
月
23
日

期
限
で
募
集
し
た
。
こ
れ
に

対
し
協
会
は
、
10
月
理
事
会

で
声
明
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

義
務
化
の
完
全
撤
廃
を
望

む
」（
左
）
を
採
択
し
、
会
員

か
ら
３
日
た
ら
ず
で
集
ま
っ

た
181
件
の
意
見
を
提
出
し
、

義
務
化
の
完
全
撤
回
を
求
め

て
い
る
。

レ
セ
プ
ト

オ
ン
ラ
イ
ン

省
へ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
提
出
を
呼
び
か
け
る
こ
と

を
決
め
た
。

　

理
事
会
声
明
は
、「
見
直

し
」
案
は
「
請
求
義
務
化
」

を
そ
の
ま
ま
実
行
し
、
一
部

の
例
外
を
認
め
た
だ
け
に
す

ぎ
な
い
と
し
て
、
医
療
で
最

も
大
切
な
国
民
・
患
者
と
医

師
・
歯
科
医
師
と
の
信
頼
関

係
の
確
立
、
受
療
権
、
個
人

情
報
の
自
己
決
定
権
を
含
む

患
者
の
人
権
の
最
大
限
の
尊

重
と
い
う
観
点
か
ら
、
裁
判

や
署
名
運
動
な
ど
を
通
じ
て

義
務
化
の
無
条
件
完
全
撤
廃

を
め
ざ
す
と
し
て
い
る
。

　

診
療
報
酬
改
善
と
患
者
負

担
軽
減
を
目
指
す
運
動
で

は
、
新
政
権
が
歯
科
診
療
報

酬
の
改
善
の
必
要
は
認
め
つ

つ
も
来
年
改
定
で
は
入
院
へ

の
手
当
に
重
点
を
置
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、
３
割
の
窓
口

負
担
軽
減
、
義
務
教
育
修
了

ま
で
と
高
齢
者
は
無
料
に
な

ど
を
求
め
る
「
保
険
で
よ
い

歯
科
医
療
の
実
現
を
求
め
る

請
願
署
名
」
を
３
万
筆
、
歯

科
診
療
報
酬
10
％
以
上
引
き

上
げ
な
ど
を
求
め
る
「
会
員

署
名
」
の
開
業
医
会
員
比
６

割
を
実
現
し
、
患
者
請
願
署

名
と
会
員
署
名
を
力
に
し
て

国
会
と
地
元
で
国
会
議
員
へ

の
要
請
を
強
め
る
こ
と
を
決

め
た
。

　

国
会
行
動
は
特
別
国
会
開

会
か
ら
臨
時
国
会
開
会
前
の

40
日
間
に
３
回
実
施
、
地
元

で
も
医
科
協
会
と
共
同
で
議

員
要
請
に
取
り
組
ん
で
い

る
。

　

「
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療

を
大
阪
連
絡
会
」
を
早
期
に

結
成
し
、
臨
時
国
会
終
盤
の

11
月
末
に
も
請
願
署
名
を
携

え
て
国
会
行
動
を
予
定
し
て

い
る
。

場
合
が
最
も
多
く
、「
診
療

内
容
及
び
診
療
報
酬
の
請
求

に
関
し
て
適
正
を
欠
く
部
分

が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

の
程
度
が
軽
微
で
、
診
療
担

　

個
別
指
導
後
の
判
定
結
果

に
は
、「
概
ね
妥
当
」「
経
過

観
察
」「
要
再
指
導
」「
要
監

査
」
の
４
通
り
が
あ
る
（
図

１
）。「
経
過
観
察
」
と
な
る

新
規
個
別
で
も
自
主
返
還

返
還
要
求
に
は
法
的
根
拠
な
し

当
者
等
の
理
解
も
十
分
得
ら

れ
て
お
り
、
か
つ
、
改
善
が

期
待
で
き
る
と
思
料
さ
れ

る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

今
年
４
月
以
降
に
実
施
さ

れ
て
い
る
新
規
個
別
指
導
で

は
、
指
導
当
日
に
不
備
が
あ

っ
た
項
目
に
つ
い
て
「
自
主

返
還
」
を
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
自
主
返
還
は
、

新
規
個
別
指
導
の
対
象
月

（
２
カ
月
分
）
が
返
還
の
対

象
で
あ
る
。

　

こ
の
不
当
な
自
主
返
還
に

つ
い
て
は
、
協
会
が
毎
年
、

大
阪
府
と
交
渉
す
る
際
に
は

っ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」「
行
政
指

導
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
を

撤
回
要
請
し
て
い
る
。
行
政

手
続
法
第
32
条
で
は
「
行
政

指
導
の
内
容
が
あ
く
ま
で
も

相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ

理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取

扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
あ
り
、
返
還
要
求
は
法
的

に
根
拠
が
な
い
。

　

ま
た
、
憲
法
第
31
条
に

「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る

手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ

の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪

は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰

を
科
せ
ら
れ
な
い
」
と
あ

る
。
法
的
に
は
保
険
者
と
医

療
機
関
と
の
民
法
上
の
争
い

で
あ
り
、
行
政
が
介
入
・
強

要
す
る
の
は
越
権
か
つ
違
法

性
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
そ

こ
で
行
政
は
「
自
主
返
還
」

と
い
う
形
態
を
と
り
、
経
済

上
の
措
置
を
求
め
て
い
る
。

 

（
つ
づ
く
）

　

協
会
は
第
７
回
理
事
会
を

17
日
に
開
き
、「
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
義
務
化
の
完
全
撤
廃

を
望
む
」
理
事
会
声
明
を
採

択
、「
完
全
撤
廃
」
を
目
指

し
て
会
員
・
原
告
団
に
厚
労

厚労省 「省令」改正案は自公路線の踏襲
民主『原則化』≒『義務化』

第７回理事会

専門家がおこたえします

室相 談各 種
法律相談法律相談

【日　時】11月２日（月）午後２時～４時
【相談者】河村武信 弁護士

相談料は無料、会場は保険医会館１Ｆです｡

税務相談税務相談
【日　時】11月18日（水）午後２時～４時
【相談者】西村博史 税理士

雇用相談雇用相談
【日　時】11月19日（木）午後２時～４時
【相談者】堀口正二 社労士

オ
ン
ラ
イ
ン
で
理
事
会
声
明

保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
連
絡
会
結
成
へ

（
理
事
会
声
明
）
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
の
完
全
撤
廃
を
望
む

　

長
妻
昭
厚
生
労
働
大
臣
は
、
10
月
９
日
に
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
を
定
め
た
省
令
第

１
１
１
号
を
見
直
す
こ
と
を
表
明
し
た
。
見
直
し
の
中
心
は
２
点
で
①
年
間
レ
セ
プ
ト
２
０
０
０
枚

以
下
（
医
科
は
３
６
０
０
枚
）
②
す
べ
て
の
常
勤
医
師
・
歯
科
医
師
が
２
０
１
１
年
３
月
末
時
点

（
医
科
診
療
所
は
２
０
１
０
年
３
月
末
）
で
65
歳
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
義
務
化
か
ら
除
外
す

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
省
令
１
１
１
号
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
」
を
そ
の
ま
ま
実
行
し
、
一
部
の
例
外
を

認
め
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
現
時
点
で
民
主
政
権
は
、
長
妻
大
臣
が
記
者
会
見
で
「
義
務
化
を
一
部

猶
予
す
る
」
と
話
し
た
と
お
り
、「
義
務
化
」
の
撤
回
は
せ
ず
、
開
業
医
が
請
求
方
法
を
選
択
で
き

る
「
手
挙
げ
方
式
」
も
認
め
て
い
な
い
。
ま
さ
に
自
公
政
権
の
「
義
務
化
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い

だ
も
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
が
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
義
務
化
撤
回
訴
訟
な
ど
を
通
じ
て
提
起
し
た
①
患
者
の
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
・
情
報
の
自
己
決
定
権
の
侵
害
（
憲
法
13
条
）
②
患
者
の
生
存
権
に
直
結
し
た
保
険
診

療
行
為
の
可
否
を
国
会
の
議
決
な
し
に
一
片
の
省
令
で
決
め
る
こ
と
の
憲
法
違
反
（
憲
法
22
、
25
、

41
条
）―

―
の
中
身
を
い
さ
さ
か
も
改
善
す
る
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

医
療
は
、
経
済
上
の
効
率
化
や
い
わ
ゆ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
な
ど
の
観
点
か
ら
の
み
論
じ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
医
療
で
最
も
大
切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
国
民
・
患
者
と
医
師

・
歯
科
医
師
と
の
信
頼
関
係
の
確
立
、
及
び
受
療
権
、
個
人
情
報
の
自
己
決
定
権
を
含
む
患
者
さ
ん

の
人
権
の
最
大
限
の
尊
重
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ
イ
ン
義
務
化
は
、
国
民
・
患
者

の
人
権
を
踏
み
に
じ
り
国
民
医
療
を
破
壊
す
る
も
の
と
断
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

厚
労
省
は
10
月
10
日
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集
（
10
月
23
日
締
め
切
り
）
し
て
い
る
。

医
療
の
真
の
Ｉ
Ｔ
化
と
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
よ
る
一
元
管
理
や
レ
セ
プ
ト
の
目
的
外
利
用
と
が
混
同

さ
れ
な
い
よ
う
、
私
た
ち
は
、
今
後
も
訴
訟
や
国
民
・
患
者
署
名
を
通
じ
て
レ
セ
プ
ト
請
求
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
そ
の
も
の
の
危
険
性
を
伝
え
、
オ
ン
ラ
イ
ン
義
務
化
の
無
条
件
完
全
撤
廃
を
め
ざ
す
も
の

で
あ
る
。

　

２
０
０
９
年
10
月
17
日

 

大
阪
府
歯
科
保
険
医
協
会
第
７
回
理
事
会

第
32
回
組
合
ま
つ
り

２
９
０
０
人
で
に
ぎ
わ
う

図１　個別指導後の措置基準

終　
　
　

了

概ね妥当
診療内容及び診療報酬の請求に関し、概ね妥当適切
である場合。

経過観察
診療内容又は診療報酬の請求に関し、適正を欠く
部分が認められるものの、その程度が軽微で、診
療担当者等の理解も十分得られており、かつ、改
善が期待できる場合。

要再指導
診療内容又は診療報酬の請求に関し、適正を欠く部
分が認められ、再度指導を行わなければ改善状況が
判断できない場合。
なお、不正又は不当が疑われ、患者から受療状況等
の聴取が必要と考えられる場合は、速やかに患者調
査を行い、その結果を基に当該保険医療機関等の再
指導を行う。患者調査の結果、不正又は著しい不当
が明らかとなった場合は、再指導を行うことなく当
該保険医療機関等に対して監査を行う。

要監査
指導の結果、①診療内容に不正又は著しい不当があ
ったことを疑うに足りる理由があるとき②診療報酬
の請求に不正又は著しい不当があったことを疑うに
足りる理由があるとき③度重なる個別指導によって
も診療内容又は診療報酬の請求に改善が見られない
とき④正当な理由がなく個別指導を拒否したとき、
後日速やかに監査を行う。
なお、指導中に診療内容又は診療報酬の請求につい
て、明らかに不正又は著しい不当が疑われる場合に
あっては、指導を中止し、直ちに監査を行うことが
できる。

（指導大綱・監査要綱から作図）

行
政
・
経
済
措
置

未
改
善

未
改
善

改善

改善


